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○河津町空き家活用支援補助金交付要綱 

令和３年３月29日要綱第16号 

改正 

令和３年８月25日要綱第33号 

令和５年６月26日要綱第24号 

河津町空き家活用支援補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、河津町空き家情報バンク制度実施要綱（平成28年河津町要綱第14号）に規定

する空き家情報バンク（以下「空き家情報バンク」という。）の利用促進を目的とし、空き家情

報バンクに登録されている空き家（以下「登録物件」という。）を取得又は賃借する者が、登録

物件を改修する費用及び登録物件の取得に係る費用又は賃借の費用に対し、予算の範囲内におい

て河津町空き家活用支援補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付に関

しては、河津町負担金補助及び交付金に関する規則（昭和34年河津町規則第１号）に定めるもの

のほか、この要綱の定めるところによる。 

（補助事業等） 

第２条 補助事業の種類は、次のとおりとする。 

(１) 空き家情報バンク登録物件改修支援事業 

(２) 空き家情報バンク登録物件利用促進事業 

２ 前項各号に掲げる補助事業の対象者は、別表のとおりとする。 

（交付の申請） 

第３条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、別表に定めるところに

より、河津町空き家活用支援補助金交付申請書（様式第１号）を町長に提出しなければならない。 

（交付の決定） 

第４条 町長は、補助金の交付申請があったときは、申請書の内容を審査し、補助金の交付の可否

及び交付額を決定しなければならない。 

２ 町長は、前項の決定をしたときは、速やかにその決定内容を河津町空き家活用支援補助金交付

決定通知書（様式第２号）により申請者に通知しなければならない。 

（申請内容の変更等） 

第５条 前条の規定により交付決定を受けた申請者は、当該申請を変更、中止、又は廃止しようと

するときは、河津町空き家活用支援補助金（変更・中止・廃止）承認申請書（様式第３号）を提
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出し、町長の承認を受けなければならない。ただし、改修費用に係る20パーセント以内の変更を

除く。 

（変更内容及び中止等の決定） 

第６条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し適当又は不適当と認め

たときは河津町空き家活用支援補助金（変更・中止・廃止）承認決定通知書（様式第４号）によ

り、申請者に通知しなければならない。 

（実績報告） 

第７条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、申請した事業が完了

したときは、別表に定めるところにより河津町空き家活用支援補助金実績報告書（様式第５号）

を町長に提出しなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第８条 町長は、前条の規定により報告があったときは、その報告に係る補助事業の成果が補助金

の交付決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合するものと認めたときは、交付

すべき補助金の額を確定し、河津町空き家活用支援補助金交付確定通知書（様式第６号）により

交付決定者に通知しなければならない。 

（補助金の請求） 

第９条 前条の通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、河津町空き家

活用支援補助金交付請求書（様式第７号）を町長に提出しなければならない。 

（補助金の交付） 

第10条 町長は、前条の規定により請求を受けたときは、別表の定めるところにより補助金を交付

するものとする。 

（交付決定の取消し等） 

第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定

の全部又は一部を取り消すことができる。 

(１) 別表に規定する補助対象者の要件を欠くに至ったとき。 

(２) 補助金の申請に関し、虚偽その他不正の行為があったとき。 

(３) ５年以上の居住をしなくなったとき。 

(４) 転入後、町税等の滞納を確認したとき。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に補助金を交付する者としてふさわしくないと認め

たとき。 
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２ 町長は、前項に規定により補助金の全部又は一部の取消しをするときは、河津町空き家活用支

援補助金交付決定取消通知書（様式第８号）により、交付決定者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第12条 交付決定者は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消された場合

において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金の交付を受けているときは、町長が定める

期日までに当該補助金の全部又は一部を返還しなければならない。この場合において、町長が返

還を命ずる金額は、別表のとおりとする。 

（その他） 

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年８月25日要綱第33号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（令和５年６月26日要綱第24号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表の申請時期の規定は、令和５年４月１日以降に売買契約又は賃貸借契約した場合

について適用し、同日前に契約した場合については、なお従前の例による。 

別表（第２条、第３条、第７条、第10条、第12条関係） 

 (１)空き家情報バンク登録物件改修支援事業 

対象者 

登録物件を取得又は賃借し、河津町に住民登録をする新規転入者で、次に掲

げる要件をすべて満たすものとする。なお、河津町への住民登録は実績報告

時までに行っていれば良いものとする。 

(１)対象者及びその属する世帯全員に納付すべき町税等の滞納がないこと。 

(２)以前に空き家情報バンク登録物件改修支援事業による補助を受けていな

いこと。 

(３)当該物件に５年以上居住すること。 

(４)登録物件を借りた者にあっては、所有者の同意を得ていること。 
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(５)１年以内に町から転出していないこと。 

対象経費 

住宅の機能又は性能を維持又は向上させるために、登録物件の改修等を行う

経費を対象とし、河津町内に住所を有する個人又は所在する事業所（以下「町

内業者」という。）が施工したものに要する費用。 

補助金 

補助金の額は、工事の金額が100万円以上の場合は20万円、10万円以上100万

円未満の場合は当該工事の金額の20パーセントの額とする。ただし、補助金

の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。 

申請手続 

１ 申請時期 

売買契約又は賃貸借契約締結後２年以内 

２ 添付書類 

(１)配置図（縮尺は任意） 

(２)建築物の図面（各階平面図等） 

(３)改修工事の見積書（町内業者） 

(４)工事着手前の写真 

(５)賃借者は物件所有者の同意書 

(６)住民票の写し（転入前又は転入後） 

(７)世帯全員分の町税等の納税証明書（申請日の属する年度の前年度分） 

(８)その他町長が必要と認める書類 

実績報告 

１ 報告期限 

申請のあった年度の末日まで 

２ 添付書類 

(１)改修工事に要した費用を明らかにできる書類（領収書又はこれに準ずる

ものの写し） 

(２)工事完了後の現場写真 

(３)改修工事において建築基準法（昭和25年法律第201号）に基づく確認申請

を要した場合は、検査済み証の写し 

(４)住民票の写し（転入後） 

(５)その他町長が必要と認める書類 

補助金の返還額 返還理由 交付日からの経過年数 返還（納付）金額 
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第11条第１項(２)に該

当した場合 
問わない 補助金確定額の100％ 

第11条第１項(１)、

(３)、(４)に該当した場

合 

１年未満 補助金確定額の100％ 

１年以上２年未満 補助金確定額の80％ 

２年以上３年未満 補助金確定額の60％ 

３年以上４年未満 補助金確定額の40％ 

４年以上５年未満 補助金確定額の20％ 

第11条第１項(５)に該

当した場合 
問わない 町長が定める額 

 (２)空き家情報バンク登録物件利用促進事業 

対象者 

登録物件を取得又は賃借し、河津町に住民登録をする新規転入者で、次に掲

げる要件をすべて満たすものとする。なお、河津町への住民登録は実績報告

時までに行っていれば良いものとする。 

(１)対象者及びその属する世帯全員に納付すべき町税等の滞納がないこと。 

(２)以前に空き家情報バンク登録物件利用促進事業による補助を受けていな

いこと。 

(３)当該登録物件に５年以上居住すること。 

(４)登録物件を取得した者にあっては、取得者及びその属する世帯全員が町

内に居住の用に供する建物を保有していないこと。 

(５)１年以内に町から転出していないこと。 

対象経費 空き家情報バンク登録物件の取得又は賃借に要する経費 

補助金 

１ 住宅又は住宅及びこの敷地を取得した場合 

取得対価の３パーセント以内とし、30万円を限度とする。 

２ 住宅を賃借した場合 

家賃の１／２を補助額とし、３万円を限度とする。回数は３ヶ月分とする。 

申請手続 

１ 申請時期 

売買契約又は賃貸借契約締結後２年以内 

２ 添付書類 

(１)売買契約書の写し（取得対価のわかるもの）又は賃貸借契約書の写し 
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(２)住民票の写し（転入前又は転入後） 

(３)世帯全員分の町税等の納税証明書（申請日の属する年度の前年度分） 

(４)その他町長が必要と認める書類 

実績報告 

１ 報告期限 

申請のあった年度の末日まで 

２ 添付書類 

(１)住宅取得又は賃借に要した費用を明らかにできる書類（領収書又はこれ

に準ずるものの写し） 

(２)補助を受ける建築物及び土地の登記事項証明書の写し（売買契約の場合） 

(３)住民票の写し（転入後） 

(４)その他町長が必要と認める書類 

補助金の返還額 

返還理由 交付日からの経過年数 返還（納付）金額 

第11条第１項(２)に該当

した場合 
問わない 補助金確定額の100％ 

第11条第１項(１)、(３)、

(４)に該当した場合 

１年未満 補助金確定額の100％ 

１年以上２年未満 補助金確定額の80％ 

２年以上３年未満 補助金確定額の60％ 

３年以上４年未満 補助金確定額の40％ 

４年以上５年未満 補助金確定額の20％ 

第11条第１項(５)に該当

した場合 
問わない 町長が定める額 

備考 算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てるものとす

る。 
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様式第１号（第３条関係） 
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様式第２号（第４条関係） 
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様式第３号（第５条関係） 
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様式第４号（第６条関係） 
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様式第５号（第７条関係） 

 



12/14 

様式第６号（第８条関係） 
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様式第７号（第９条関係） 
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様式第８号（第11条関係） 

 


